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看護小規模多機能型居宅介護事業所しょうじゅの里三保サテライト 重要事項説明書 
 
 
１．事業の概要 
（１）事業者の概要 
 名   称 社会福祉法人 兼愛会 
 所 在 地 横浜市緑区三保町 171-1 
 代 表 者 理事長 赤枝 眞紀子 
 電 話 番 号 045-921-0013 
 F A X 番 号 045-921-0056 
 
 
 (２)事業所の概要 
 施 設 名 看護小規模多機能型居宅介護事業所しょうじゅの里三保サテライト 
 所 在 地 横浜市緑区三保町 2640-220 
 管 理 者 森 厚詞 
 電 話 番 号 045-507-3664 
 F A X 番 号 045-507-3674 
 事 業 所 番 号 1493300527 
 第三者評価受審査 無 
 
 
（３）当施設の職員体制 
職名 資格 常勤 非常勤 兼務の職種 業務内容 
管理者 介護福祉士 １名   事業内容調整 
計画作成担当者 介護支援専門

員 
１名   看護小規模多機能型居宅

介護計画の作成、地域や関
係機関との連絡調整 

介護従事者 介護福祉士 5 名 ５名  入浴・排泄・食事等生活全
般に係わる援助 

看護従事者 看護師 4 名 7 名 特養 利用者の保健衛生及び看
護業務 

合計  11名 10 名   
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（４）当事業所の設備概要 
建築面積 974.44 ㎡ 
建物構造 鉄筋コンクリート造地上 3 階建 
延床面積 2444.88 ㎡（うち当該事業所面積 819.99㎡） 
宿泊室数及び面積 ６室・１室約 15.2 ㎡ 
利用者登録定員 29 名 
（通い利用定員） 18 名/日 
（泊り利用定員） 6 名/日 

 
 
 
２．事業実施地域及び営業時間 
（１）通い・宿泊の実施地域 
 緑区・中山町・寺山町・台村町・森の台・上山・三保町・青砥町・北八朔町・ 
西八朔町・小山町・新治町・竹山・白山・鴨居 5～7 丁目及びその周辺地域 
※上記以外の地域の方は原則として当事業所のサービスを利用できません。 
 
（２）営業日及び営業時間 
 営業日 365日 
 通いサービス （基本時間） 10：00 ～ 16：00 
 訪問サービス 24 時間 
 宿泊サービス （基本時間） 16：00 ～ 10：00 
 受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。 
 
３．当施設の特徴等 
 （１）事業に対する理念 
 利用される方の生活を総合的に支援させていただきます。 
 
【運営方針】 
 高齢者の在宅生活を基本として、２４時間３６５日切れ目ない介護サービスの提供を
します。また、そこにご本人が安心していきいきとした生活が送れるように努力します。 
具体的には各利用者が在宅生活を維持できるように、それまでの家庭生活を把握し食事
や入浴や身の回りのことをただ介護するのではなく、利用者の残存機能を生かしながら
機能・能力レベルにあった援助を行っていきます。 
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（２）サービスの利用にあたっての留意事項 
 飲酒・喫煙 
 喫煙は施設敷地内禁煙をお願いしております。飲酒は、原則は自由ですが、ご自分 
 で管理できない方や、疾病等により、制限を必要とする方は、職員が管理させていた 
 だきます。 
 金銭、貴重品の管理 
 貴重品は原則として自己の責任で管理してください。事業所は、貴重品の紛失には責 
 任を負えませんのでご了承ください。 
 設備、器具の利用 
 施設内の居室などの設備は本来の使用方法に従って使用してください。これに反した  
 ご利用により破損等した場合、弁償していただく場合があります。 
 
４．サービスの内容 
【通いサービス】 
 〇食事 
 ・食事の提供及び食事の介助をします。 
 ・食事は食堂でとっていただくよう配慮します。 
 ・身体状況・嗜好・栄養バランスに配慮して作成した献立表に基づいて提供します。 
 ・調理、配膳等を介護従事者とともに行うこともできます。 
 ・食事サービスの利用は任意です。 
 〇入浴 
 ・利用者の状況に応じ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等の適切な介助を行い 
 ます。 
 〇排泄 
 ・利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排せつの自立についても 
 適切な援助を行います。 
 〇生活相談 
 ・常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者または 
 その家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。 
 〇健康管理 
 ・看護職員が、常に利用者の健康状況に注意し、必要に応じて主治医または医療機関 
 と連携するなど、健康保持のための適切な措置を講じます。 
 〇レクリエーション 
 ・本人に合わせたプログラムを計画・実施するように努めます。 
 ・四季の行事や様々なレクリエーションなどを取り入れ、うるおいのある生活が送れ 
 るように努めます。 
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 〇送迎 
 ・利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。 
【訪問サービス】 
 ・利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上を提供します。 
 ・訪問サービス実施の為の必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用さ 
 せていただきます。 
 ・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 
①医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。） 
②ご契約もしくはその家族様等からの金銭又は物品の授受 
③ご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う飲食 
④ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 
⑤その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 
【宿泊サービス】 
・宿泊サービス事業所のサービス拠点に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等日常生
活上の支援を致します。 
 
５．利用料金 
（１）通い・訪問・宿泊（介護費用分）すべてを含んだ一月単位の包括費用の額 
 ・利用料金は 1 ヶ月ごとの包括費用（定額）です。 
 ・下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保 
 険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください（サービスの利用料金は、 
 利用者の要介護度に応じて異なります）。 
 1 単位単価は横浜市の場合 10.88 円と設定されていますので、単位×単価（10.88 
 円が下記の利用料金になります。法定代理人受領分であるときは利用料金に介護保険 
 負担割合証に記入されている割合を乗じた額が自己負担額となります。 
                              1 割負担（単位：円） 

要介護度 要介護 1 要介護２ 要介護 3 要介護 4 要介護５ 
１サービス利用料金 135.423 189,475 266,353 302,094 341,719 
２介護保険から給付される額 121,880 170,527 239,717 271,884 307,547 
３サービス費用に係る自己負担額 13,543 18,948 26,636 30,210 34,172 
☆ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます。 
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約の負担
額を変更します。 
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（２）短期利用居宅介護費(１日につき)すべてを含んだ一月単位の包括費用の額 
                              1 割負担（単位：円） 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 
１サービス利用料金 6,212 6,941 7,681 8,410 9,128 
２介護保険から給付される額 5,590 6,246 6,912 7,569 8,215 
３サービス利用に係る自己負担額 622 695 769 841 913 
☆月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により看護小規模多機
能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または看護小規模多機能
型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または増
額はいたしません。 
☆月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に
応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登
録終了日」とは以下の日を指します。 
 
登録日・・・利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のい
ずれかのサービスを実際に利用開始した日 
登録終了日・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日 
☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦
お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か
ら払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約社が保険給付の申請を行
う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付いたします。 
☆ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます。  
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負
担額を変更します。 
 
 
（３）主な加算サービスについて 
ア）初期加算：30 単位/日 
看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して 30 日以内の期間に算定
します。30 日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。 
イ）認知症加算：認知症加算（Ⅰ） 920 単位/月、（Ⅱ）890 単位/月、（Ⅲ）760 単位/
月、（Ⅳ）460単位/月 
日常生活に支障をきたすおそれのある症状、行動が認められることから、介護を必要と
する認知症状が見られるご利用者、または周囲の者による日常生活に対する注意を必要
する認知症状が見られるご利用者に対して、看護小規模多機能型居宅介護を行った場合
に算定します。 
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認知症日常生活自立度により、認知症加算 （１）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅳ）に分かれており、そ
のどちらかを算定し加算します。 
ウ）退院時共同指導加算 600単位/1 回(特別な管理が必要な利用者は 2回） 
エ) 緊急時対応加算 774 単位/月 
オ）特別管理加算 (Ⅰ) 500 単位/月、（Ⅱ）250単位/月 
カ）ターミナルケア加算 2500 単位/月 
キ）総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）800 単位/月 
ク）サービス提供体制強化加算 単位/月 
（Ⅰ）750 単位/月 
（Ⅱ）640 単位/月 
（Ⅲ）350 単位/月 
ケ）介護職員処遇改善加算(Ⅱ)加算を含めた利用料の 14.6% 
 
(4) 介護保険の給付対象とならない利用料金 
※以下の利用料金は、利用金額の全額がご契約者の負担となります。 
【食費】 
ご利用者様に提供する食事に要する費用 
料金：朝食 500 円、昼食 650円、夕食 750 円  
別途、おやつ希望の方は 200円 
【宿泊費】 
利用者に提供する宿泊に要する費用 
料金：１泊につき 2100円 
【日常生活費】 
料金：おむつ代及びパット代は、実費を徴収いたします。 
【教養娯楽費】 
利用者の希望によりレクリエーション、クラブ活動に参加していただけます。 
料金：材料代等の実費をいただきます 
【その他】 
上記の他、受診などの医療費や日常生活上必要なものであって、ご利用者に負担してい
ただくことが適当と認められる物については、実費用等を負担していただくことがあり
ます。 
持ち込み電気器具使用料：日額 30 円 
【利用料金の支払方法】 
自動口座引き落とし 
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６．利用の中止、変更、追加 
☆看護小規模多機能型居宅介護サービスは、看護小規模多機能型居宅介護計画に定めら
れた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサー
ビス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。 
☆利用予定日の前に、ご契約者の都合により、看護小規模多機能型居宅介護サービスの
利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加する事が出来ます。 
この場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 
☆５．（１）の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は１ヶ月ごとの包
括費用（定額）のため、サービスの利用回数等を変更された場合も１ヶ月の利用料は変
更されません。但し、５．（４）の介護保険の対象外のサービスについては、利用予定
日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料
として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当
な事由がある場合は、この限りではありません。 
・利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 
・利用予定日の前日までに申し出がなかった場合、当日利用料金（自己負担額）の５０％ 
☆サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望
する日時にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議し
ます。 
 
７．サービス内容に関する苦情 
別途定める利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要の通り。 
 
８．運営推進会議の設置 
当事業所では、看護小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につ
いて定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、
下記のとおり運営推進会議を設置しています。 
〈運営推進会議〉 
構成 ： 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センタ
ー職員、看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 
開催 ： 隔月で開催 
会議録 : 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 
 
９．緊急時の対応 
体調の急変等が生じた場合は、状況に応じた措置を講じ、速やかに家族、主治医へ連絡
し必要な措置を講じます。 
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１０．事故発生時の対応 
サービスの提供中に事故が発生した場合は、速やかに状況に応じた措置を講じ、利用者
がお住まいの市町村、ご家族、主治医に対して連絡を行います。 
また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を
解明し、再発防止を防ぐ為の対策を講じます。 
なお、当事業所の介護サービスにより、利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合
は、速やかに損害賠償いたします。（当事業所は東京海上日動と損害賠償契約を結んで
おります。） 
 
１１. 身体拘束の禁止 
 施設では、施設サービス提供にあたり、厚生労働省監修による「身体拘束ゼロへの手引き」

に基づき、介護を行います。身体拘束となる具体的行為は以下の 11 項目です。 
 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 
 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 
 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 
 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらな

いように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 
 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束

帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。 
 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 
 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 
 他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 
 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 
 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

○「緊急やむを得ない場合」 
緊急やむを得ない場合、以下の３つの要件を満たした場合のみ必要最低限の範囲で
身体の拘束を取らせていただきます。 
 
 「切迫性」・・・利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさら

される可能性が著しく高い場合。 
 「非代替性」・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がな

い場合。 
 「一時性」・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものである場合。 

   緊急やむを得ない場合は、利用者本人や家族に対してできる限り詳細に説明いたし
ます。 
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１２. 虐待防止に関する事項 
施設は、虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の措置を行うものとする。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的な開催を行
い、その 結果について、従業員に周知徹底を図る。 

（２） 虐待防止のための指針の整備 
（３） 虐待防止のための定期的な研修の実施 
（４） 委員会の開催、研修を適切に実施するための担当者の設置 
 

   ２ 施設は、施設サービス提供中に、当該施設の従事者又は擁護者による虐待を受け
たと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 
１３. 地域との連携等 
 施設は、運営に当たっては、地域住民、ボランティア等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図る。 
    
  ２ 施設は、その運営に当たっては、提供した施設サービスに関する入居者からの苦情

に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施す
る事業に協力するよう努める。 

 
１４．非常災害対策 
防災時の対応、非常火災時には別途定める消防計画に則って対応を行います。 
防災設備、防火管理体制として、各部屋にはスプリンクラーを配備するとともに非常口
とは別に直接外に避難が可能なように掃き出し窓を採用します。 
防火管理者： 
防災訓練：年２回 
避難訓練：年２回 
通報訓練：年２回 
 
１５．秘密の保持について 
１．当事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘
密を漏らしません。 
２．当該事業所の従業者であった者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者及び
ご家族の秘密を漏らしません。 
３．事業所は、ご利用者の医療上緊急の必要がある場合等はご家族の個人情報を用いま
す。 
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１６．苦情対応 
サービスの関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口
を設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者または家族に対する
説明、記録の整備、その他必要な措置を講じるものとします。 
また公的機関においても苦情受付を行っております。 
 
当施設苦情受付窓口 

担 当 者 管理者 
電話番号 ０４５－５０７－３６６４ 
FAX番号 ０４５－５０７－３６７４ 
対応時間 平日 ９：００～１７：００ 

第三者委員 赤枝病院院長 須田 雅人 ０４５－９２１－３３３３ 
兼愛会評議委員 伊藤 多賀子 ０４５－９２１－００１３ 

〇公的機関においても、次の機関においても苦情申出等ができます。 
 
横浜市介護保険相談窓口 
（横浜市健康福祉局 
     高齢施設課） 

所 在 地 神奈川県横浜市中区本町６－５０－１０ 
電話番号 ０４５－２６３－８０８４ 
FAX番号 ０４５－６４１－６４０８ 
対応時間 月曜日～金曜日８：３０～１７：００(祝祭日を除く) 

 
神奈川県国民健康保険 
団体連合会（国保連） 

所在地 神奈川県横浜市西区楠町２７－１ 
電話番号 ０４５－３２９－３４４７ 
対応時間 月曜日～金曜日８：３０～１７：１５(祝祭日を除く) 

１７．法人の概要 
法人の名称 社会福祉法人  兼愛会 
代表者名 理 事 長  赤枝 眞紀子 
 
所在地・電話番号 

住  所  神奈川県横浜市緑区三保町１７１－１ 
電話番号  ０４５－９２１－００１３ 

業務の概要 介護老人福祉施設（緑区三保町、鶴見区江ヶ崎町、鶴見区下野谷町、
瀬谷区三ツ境、相模原市中央区、千葉市美浜区、千葉県茂原市） 
短期生活介護施設（緑区三保町、鶴見区江ヶ崎町、鶴見区下野谷町、
相模原市中央区、千葉市美浜区） 
居宅介護支援事業所（千葉県茂原市、千葉市美浜区） 
ケアハウス（千葉県茂原市） 
訪問介護事業所（千葉県茂原市） 
在宅介護支援センター（千葉県茂原市） 
デイサービスセンター（緑区三保町、千葉県茂原市、千葉市美浜区） 
小規模多機能型居宅支援事業所（千葉県美浜区） 
看護小規模多機能型居宅介護事業所（緑区三保町、瀬谷区三ツ境、
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相模原市中央区、千葉県茂原市） 
サービス付高齢者住宅（千葉県美浜区） 
地域包括支援センター（千葉県茂原市） 
診療所（千葉県美浜区） 
定期巡回・随時対応型訪問介護事業所（千葉県美浜区） 

事業所数 31 箇所 
 
１８．その他 
その他ご不明な点等がございましたら、ご相談ください。 
以上、重要事項についての説明です。 
※ この重要事項説明書は、厚生労働省令第３４号（平成 18年 3月 14日）第８８条に

より重要する第 9 条の規定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明
の為に作成したものです。 

 
     年  月  日 
       
看護小規模多機能型居宅介護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、
重要な事項を説明しました。重要事項説明書を交付致します。 
 
事業所所在地：横浜市緑区三保町 2640-220 
名称：看護小規模多機能型居宅介護事業所しょうじゅの里三保サテライト 
 
説明者 氏名                  印 
 
私は、本書面により、事業者から看護小規模多機能型居宅介護について重要事項の説明
を受け、サービスの提供開始に同意します。 
 
利用者 住所 
 
    氏名                  印 
 
（代理人）住所 
 
    氏名                  印 
 
    緊急連絡先 


